
ひろしま市議会だより（3）令和３年(２０２１年)１２月 第３００号（決算審議特別号）

市議会ホームページ、フェイスブックを開設しています。〔ホームページ〕https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gikai/　〔フェイスブック〕www.facebook.com/hiroshimashigikai/

決算特別委員会（10月 1日～ 10 月 20 日）の主な質疑

答
原
則
、
65
歳
を
超
え
て
の
任
用
は
行
わ
な

い
が
、
欠
員
が
生
じ
る
場
合
は
、
例
外
的
に
再

度
任
用
で
き
る
仕
組
み
と
し
て
い
る
。

不
登
校
や
引
き
こ
も
り
支
援

問
フ※

８
リ
ー
ス
ク
ー
ル
へ
の
財
政
的
支
援
に
つ

い
て
、
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

答
幅
広
い
視
点
か
ら
検
討
に
必
要
な
情
報
を

早
急
に
収
集
し
、
関
係
部
局
と
も
連
携
を
図
り

な
が
ら
対
応
を
し
っ
か
り
考
え
て
い
く
。

医
療
費
補
助
中
学
生
ま
で
拡
大
を

問
中
学
生
に
も
経
済
的
理
由
で
受
診
を
控
え

る
子
が
い
る
が
、
ど
う
考
え
る
か
。

答
引
き
続
き
、
統
一
的
な
制
度
創
設
を
国
に

要
請
し
つ
つ
、
令
和
４
年
１
月
か
ら
の
制
度
改

正
後
の
状
況
も
踏
ま
え
、
さ
ら
に
検
討
を
進
め

て
い
く
。

障
害
者
65
歳
問
題
の
解
消
を

問
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
へ
の
移
行
に
よ
る
生

活
へ
の
影
響
は
小
さ
く
す
べ
き
だ
が
ど
う
か
。

答
基
本
的
に
は
個
々
の
障
害
者
の
実
態
に
応

じ
て
、
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
も
補
完
し
な
が

ら
対
応
し
て
い
く
。

正
規
指
導
員
の
欠
員
を
解
消
せ
よ

問
長
年
続
く
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
指
導
員

の
欠
員
が
な
ぜ
解
消
で
き
な
い
の
か
。

答
ク
ラ
ス
増
設
の
結
果
、
多
く
の
指
導
員
が

必
要
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
原
因
で
あ
る
。
引

き
続
き
採
用
試
験
を
行
い
、
欠
員
解
消
に
努
め

る
。

備
蓄
生
理
用
品
を
支
援
団
体
に

問
防
災
備
蓄
の
生
理
用
品
を
使
用
期
限
前
に

更
新
し
、
旧
品
を
支
援
物
資
と
し
て
提
供
し
て

は
。

答
使
用
期
限
を
迎
え
る
前
に
更
新
し
、
必
要

と
さ
れ
て
い
る
方
に
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、
関
係
課
と
協
議
し
な
が
ら
対
応
す
る
。

川
の
し
ゅ
ん
せ
つ
で
災
害
に
強
い
ま
ち
を

問
市
が
管
理
す
る
普
通
河
川
の
土
砂
を
計
画

的
に
し
ゅ
ん
せ
つ
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
順
次
、
調
査
・
点
検
を
実
施
し
て
お
り
、

そ
の
結
果
や
市
民
か
ら
の
通
報
等
に
基
づ
き
、

し
ゅ
ん
せ
つ
を
含
め
た
維
持
補
修
に
よ
り
対
応

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

日
本
共
産
党

１ 採点システム
　答案用紙をスキャニングし、パソコン上で採点を行うシステムのこと。

２ ライフサイクルコスト
　製品の設計・開発から製造、販売、保守、修繕、廃棄にいたるまでに発生する全費用のこと。

３ 浸水ハザードマップ
　大雨が降った場合に浸水の発生が想定される区域と避難場所を明示したマップのこと。住んでいる場
所などが、どの程度の雨で浸水するおそれがあるのかを把握してもらい、日頃から浸水に備えることで、
浸水被害の軽減を図ることを目的として作成した。

４ ペデストリアンデッキ
　安全・快適に歩けるよう、車道と歩道を分離した高架による歩行者専用歩道のこと。

５ 伝承者
　被爆体験伝承者のこと。被爆者の高齢化に伴い、被爆体験を話せる方が少なくなってきていることか
ら、本市では、被爆体験証言者の被爆体験や平和への思いを受け継ぎ、それを伝えるため、平成24年度か
ら養成している。

６ 猶予特例債
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のための措置に起因して多くの事業者等の収入が急減している状
況を踏まえ、令和２年度、地方税等の徴収猶予の特例制度が新たに設けられた。

７ レッドゾーン
　土砂災害防止法に基づき指定された土砂災害特別警戒区域のこと。特別警戒区域は、一定の開発行為の
制限や居室を有する建築物の構造が規制される。

８ フリースクール
　日本では、不登校や引きこもりの子どもや大人が通う非学校的な施設の意味で使われる。学習権の保障
や安心して過ごせる居場所を提供する施設、通信制高校での学習をサポートするサポート校など既存の
学校とは異なる機関や施設がフリースクールと総称されている。

本文中に赤表記した用語を解説しています用 語 解 説

学
校
の
働
き
方
改
革
推
進
を

問
時
間
外
短
縮
や
休
暇
取
得
の
目
標
達
成
に

向
け
、
今
後
ど
う
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。

答
働
き
方
改
革
推
進
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
部

活
動
指
導
員
の
配
置
拡
大
、
業
務
分
担
の
見
直

し
、
学
校
閉
庁
日
の
拡
大
な
ど
に
重
点
的
に
取

り
組
む
。

が
ん
検
診
の
受
診
率
向
上
を

問
が
ん
検
診
の
受
診
率
を
高
め
る
た
め
に
、

ど
う
取
り
組
む
の
か
。

答
定
期
的
な
が
ん
検
診
の
受
診
を
促
す
た
め

の
啓
発
や
未
受
診
者
へ
の
勧
奨
の
強
化
、
受
診

し
や
す
い
環
境
づ
く
り
な
ど
に
取
り
組
む
。

安
佐
医
師
会
病
院
の
準
備
状
況

問
令
和
４
年
12
月
開
院
予
定
だ
が
、
準
備
状

況
は
ど
う
か
。

答
令
和
３
年
３
月
か
ら
現
在
の
安
佐
市
民
病

院
の
改
修
等
を
進
め
て
お
り
、
安
佐
医
師
会
で

は
業
務
委
託
内
容
の
検
討
等
を
進
め
て
い
る
。

指
定
管
理
の
雇
用
確
保
を
！

問
雇
用
が
守
ら
れ
る
よ
う
に
指
定
管
理
制

度
と
し
て
担
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
ど
う

か
。

答
指
定
管
理
料
の
追
加
措
置
な
ど
に
よ
り
、

指
定
管
理
者
に
対
し
従
業
者
と
の
適
正
な
雇

用
関
係
を
維
持
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
。

水
道
配
水
池
周
辺
の
支
援
強
化
を
！

問
洋
光
台
配
水
池
は
法
面
が
安
全
な
の
に

レ※
７
ッ
ド
ゾ
ー
ン
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
は
な

ぜ
か
。

答
県
に
よ
る
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン
の
指
定
は
、
法

面
の
維
持
管
理
の
状
況
に
関
わ
ら
ず
、
形
状

等
に
よ
り
全
国
一
律
の
考
え
方
で
行
わ
れ
る

た
め
で
あ
る
。

市

民

連

合

猶※
６予
特
例
債
を
市
債
残
高
か
ら
除
い
て
説
明
し

た
理
由

問
猶
予
特
例
債
を
市
債
残
高
か
ら
除
い
て
説

明
し
た
理
由
は
。

答
猶
予
特
例
債
は
、
発
行
年
度
末
に
は
一
時

的
に
残
高
が
発
生
す
る
が
、
翌
年
度
末
に
は
生

じ
な
く
な
る
た
め
、
猶
予
特
例
債
を
除
い
た
残

高
に
つ
い
て
も
説
明
し
た
。

本
庁
舎
の
女
子
ト
イ
レ
を
増
や
せ

問
女
性
職
員
数
が
増
え
て
い
る
中
、
女
性
用

ト
イ
レ
は
今
後
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
。

答
本
庁
舎
の
衛
生
設
備
の
更
新
を
計
画
的
に

進
め
て
い
く
中
で
、
女
性
用
の
便
器
の
数
を
増

や
す
べ
く
、
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

支
援
の
効
き
目
は
ど
う
だ
っ
た
の
か

問
事
業
者
へ
の
支
援
策
を
講
じ
る
場
合
、
効

果
検
証
が
可
能
な
制
度
設
計
に
す
べ
き
。

答
実
績
報
告
書
に
お
い
て
、
数
値
で
の
確
認

や
項
目
等
の
工
夫
な
ど
に
よ
り
、
効
果
を
よ
り

具
体
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
。

介
護
保
険
に
係
る
財
政
状
況
は

問
保
険
料
を
上
げ
ず
介
護
給
付
費
準
備
基
金

の
取
り
崩
し
で
不
測
の
事
態
に
対
応
で
き
る
の

か
。

答
計
画
策
定
時
に
必
要
な
介
護
保
険
料
等
を

適
切
に
見
込
ん
で
お
り
、
不
測
の
事
態
が
生
じ

た
場
合
に
は
県
市
の
基
金
を
活
用
す
る
。

長
期
間
休
校
の
影
響
は

問
令
和
２
年
度
の
感
染
対
策
の
事
実
と
効
果

を
検
証
し
、
今
後
に
生
か
す
こ
と
が
必
要
だ
が

ど
う
か
。

答
一
斉
臨
時
休
業
は
児
童
生
徒
等
に
大
き
な

影
響
を
与
え
る
た
め
、
感
染
症
対
策
を
徹
底
し

た
上
で
、
可
能
な
限
り
学
校
教
育
活
動
を
継
続

す
る
。

憩
い
の
空
間
フ
ァ
ミ
リ
ー
プ
ー
ル

問
市
民
の
憩
い
の
場
で
あ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー

プ
ー
ル
は
今
後
ど
う
検
討
を
進
め
て
い
く
の
か
。

答
中
央
公
園
内
の
公
共
施
設
の
集
約
化
等
に

係
る
方
向
性
を
検
討
す
る
一
環
と
し
て
、
当
面

営
業
を
継
続
し
な
が
ら
解
決
策
を
検
討
す
る
。

消
費
ト
ラ
ブ
ル
に
立
ち
向
か
う
力

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
相
談
員
確
保
の
た
め

に
、
年
齢
枠
を
緩
和
し
て
は
ど
う
か
。

市
政
改
革
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

広
島
創
生
ク
ラ
ブ

※ 紙面の都合上、掲載質問数の上限は、各会派の
人数按分により決定しています。

※ 質疑の内容は、各会派からの提出によるものです。
※ 質疑・答弁の趣旨を簡潔にまとめているため、
実際の発言とは言い回しが異なることがあります。

総括質疑（10/ ７）

分科会（10/13）


